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参考３ 既存の国営公園の利用者数 （平成 11 年度） 

 
○既存の国営公園は、計 16 公園で供用開始され、現在、国営東京臨海広域防災公園が整備

されている。 

○首都圏では国営昭和記念公園があり、1ha 当たり年間 17,723 人の入場者がある。最も ha

当たりの入場者が多い公園は、国営沖縄記念公園である（年間 50,576 人/ha/年）。 
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参考４ 水・緑、レクリエーションに関する参考事例集 

 
《推進主体の観点》 

広域的な推進体制 
①中央区の森（東京都中央区） 
②港区温暖化対策の森林整備（東京都港区） 
③森林環境税・水源税（全国各地） 

 
市民参画の推進体制 
④オーナー制度（大山千枚田） 
⑤有馬富士公園（兵庫県三田市）：市民主体による公園づくり 
⑥東京グリーンシップ・アクション 
 
民間活力導入の推進体制 
⑦長井海の手公園ソレイユの丘（横須賀市）：PFI による民間導入、基地跡地利用 
⑧企業の森（和歌山県） 
⑨ミティゲーションバンキング 

 
《土地利用の観点》 

公園利用の事例（深谷など） 
⑩モエレ沼公園（札幌市）：モニュメント公園 
⑪県立行田公園（船橋市）：通信所跡地、円形 

 
樹林的利用の事例（小柴など） 
⑫市民の森（横浜市）：樹林地利用 
⑬国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県比企郡）：樹林地が大半を占める公園 

 
農業的利用の事例（上瀬谷など） 
⑭舞岡ふれあい村（横浜市）：農業維持 
⑮サッポロさとらんど（札幌市）：モエレ沼公園に隣接 
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《推進主体の観点》 
①中央区の森（東京都中央区） 

 
・中央区の森事業は、自然を対象とする長期間にわたる事業であり、平成 18 年 10 月、東京都

檜原村において、中央区、檜原村、里山再生塾、及び森林所有者が、「中央区の森」の森林保

全に関する協定を締結した。 
・檜原村にある約 3.5ha の森林において、区が支援する森林保全活動団体「里山再生塾」によ

る森づくりが始まった。 

 

・中央区の森事業を円滑に運営するために、「中央区森とみどりの基金」を創設している。 
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②港区温暖化対策の森林整備（東京都港区） 

 
・東京都港区は、地球温暖化対策の一環として、都郊外のあきる野市の市有林約 20ha を整備

する計画をまとめた。 
・自治体が温暖化につながる CO2 削減のため、他の自治体の森林を整備する試みで、あきる野

市と協定を結ぶ予定。 
 



 

 ⅲ-106

 
③森林環境税・水源税（全国各地） 

 
・森林環境税・水源税とは、森林の持つ水源涵養、水質の改善、土砂災害の防止などの公益的

機能をその地域住民が享受していることに基づいて、地方自治体がそれらの機能の低下を防

ぐために森林整備を行い、その費用負担を地域住民に求める手段としての環境税の総称。 

・大きく森林環境税と水源税の 2つのタイプに大別できる。 

・水源税：森林の水源涵養機能に着目し、その機能の回復・維持等のために地方自治体が森林

整備等の事業を行い、その費用負担を住民に求める。 

・森林環境税：森林を、水源涵養機能だけでなく、台風や大雨時の土砂災害防止機能、生物多

様性の保全など様々な公益的機能を持つものととらえ、それらの機能を回復・維持するため

の森林整備事業を地方自治体が行い、その費用負担を住民に求める。 

・現在、これらの税を検討・導入する自治体が増加しているが、以下は、既に導入済もしくは

導入を決定した主な自治体であるが、地方税を検討している都道府県は増加傾向にあり、林

野庁の調べによると、森林整備・保全を目的とした地方税を検討または導入している都道府

県は全部で 35 となっている（2004 年 12 月末現在）。 

高知県 「森林環境税」導入（約 139 万円の基金） 2003 年 4 月 

岡山県 「おかやま森づくり県民税」導入 2004 年 4 月 

鳥取県 「森林環境保全税」導入決定 2005 年 4 月 

鹿児島県 「森林環境税」導入決定 2005 年 4 月 

島根県 「水と緑の森づくり税」導入決定 2005 年 4 月 

愛媛県 「森林環境税」導入決定 2005 年 4 月 

・課税方式にはこれまで主に「水道使用料金への課税方式」と「県民税への上乗せ方式」の２

つの可能性が議論されているが、水道課税方式は水道事業者などの反対もあり、現実に採用

されているケースは今のところなく、全て県民税への上乗せ方式が採用されている。 

・税率は、個人についてはどの自治体も定額となっているが、法人の場合は高知県のみが定額、

岡山県、鳥取県、鹿児島県が資本等によって納税額か増える仕組みになっている。 

年額 高知県 岡山県 鳥取県 
鹿児島県・島根

県・愛媛県 

個人 500 円 500 円 300 円 500 円 

法人 500 円 1,000～40,000 円 600～24,000 円 1,000～40,000 円 

・税収使途は、森林保全のためのさまざまな事業にかかる費用に使われる。 

 

・以上の事例の他、下記のような事例も見られる。 

愛知県豊田市や岐阜県

恵那市など 

水道料金に上乗せした金額を徴収し、森林整備事業向けの基

金を積み立てる。 

木曽川を共有する愛

知、長野両県 

水源かん養機能を備える森林を保護するには、間伐などの管

理費用が必要になる。水道料金に上乗せして徴収、基金を設

けた。 
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高知県四万十川流域 県が 2001 年４月、流域の開発規制を盛り込んだ保全条例を

施行すると、中村市など県内八市町村も同調し、同じ内容の

条例を制定した。2002 年秋には上流に四万十川の支流があ

る愛媛県の広見町など四町村も条例を制定、合併浄化槽の整

備や排水規制で足並みをそろえた。 

北海道 2002 年度から道有林事業を収益事業の特別会計から収益に

関係なく支出する一般会計に移行、道民負担を明確。 

神奈川県水源環境税 水道料金への上乗せなどで水源を保護を検討。 

・ 
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④オーナー制度（大山千枚田） 

 
・棚田は、祖先から受け継いだ貴重な稲作文化であるとともに、心のゆたかさを求める昨今の

価値観の高まり、加えて環境問題的観点からその存在が注目されている。しかし、棚田にお

ける農作業は、地形上機械による省力化に限界があり、加えて農業環境等の変化もあり、休

耕地や荒廃地が増えつづけている。 
・そのため、この状況をいくばくとも改善し、一般の人たちに農業に対する理解を深めてもら

おうと鴨川市が「大山千枚田（棚田）オーナー制度」を企画した。その管理運営は大山千枚

田保存会が受託している。 
・基本的に進んで田に入り、積極的に稲作に取り組む姿勢のある方を募集している。「会費を払

えば、農作物が届く」式のオーナー制度とは、一線を画す。 
・自然が相手の稲作ですから、毎年一定量の収穫をお約束するものではない。 
・棚田オーナー制度を通して、地元とオーナーさんの交流を図りながら、棚田オーナーの皆さ

んと保存会が協力して棚田の耕作を継続し、この美しい棚田の景観を保全するのが目的。 
・その上で、各オーナーさんにあっては、棚田の教育的意義を求めていただいても結構ですし、

将来の農的生活へ対しての足がかり。 
・利用料は、1 区画（約 100 平米）あたり、年間 30,000 円、ただし、自然の棚田は一枚一枚の

大きさが異なりますので、利用料は、一人一人が異なることになる。 
・都合等により耕作に従事できない場合の農作業はオーナー会費に含まれるが、除草剤、肥料、

消毒等に係る資材は、別途負担。 
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⑤有馬富士公園（兵庫県三田市） 
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⑥東京グリーンシップ・アクション（東京都） 

 
・保全地域において、企業、ＮＰＯ等の団体と都が協定を結び、それぞれの役割分担のもと自

然環境保全活動を実施する取組。 

・東京都では、山地の森林や丘陵部の里山、市街地の雑木林など、東京に残された貴重な自然

環境を保全していくために、都民、ＮＰＯ等、企業、行政等が連携して保全活動を行う「東

京グリーンシップ・アクション」を実施している。 

・本事業により、幅広い層の都民が自然を保全する活動に参加し、あわせて、企業の社会貢献

活動（ＣＳＲ）の場として、条例で指定した保全地域を活用することを目的。 

・計６箇所の保全地域で、下記のとおり参加企業を募集。 

→青梅上成木森林環境保全地域 ７回 

→八王子大谷緑地保全地域 ４回 

→八王子戸吹北緑地保全地域 ３回 

→野火止用水歴史環境保全地域 ４回 

→横沢入里山保全地域 ３回 

→八王子館町緑地保全地域【新規】 ２回 

【企業】 

・募集する保全地域ごとに設定された活動費用の提供（活動費用を折半して他企業と共同実

施することも可能です。） 

・社員の活動への参加 

【ＮＰＯ等】 

・保全活動の運営 

【東京都】 

・活動場所の提供 

・道具類の手配 
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⑦長井海の手公園ソレイユの丘（横須賀市） 
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⑧企業の森（和歌山県） 

 
・企業や労働組合などの団体に県下の森林を貸与し、植林活動などの環境保全活動や団体構

成員のレクリエーションの場として利活用してもらい、森林整備を進めるもの。 
・企業にとっては、社会貢献の一環としてイメージアップにつながる。 
・森林所有者は、森林を無償で貸与する代わりに、企業等は森林整備に要する費用（1ha あ

たり 10 年間約 500 万円程度）を負担する。 
・企業等の団体が県に申し入れると、県が関係市町村や森林組合を通して、土地所有者等と

の交渉を開始し、企業の森として適当な森林を選定。平成 17 年 3 月末の契約実績は、19
団体、総面積約 112ha。 
①森林保全・管理協定：申し入れ団体、市町村、県との三者で森林保全活動の方向性を

申し合わせる。 
②土地無償貸付契約：森林所有者と申し入れ団体との間で締結。所有者は無償で森林貸

与、企業は森林整備の費用負担。 
③植林・森林保全委託契約：申し入れ団体と森林組合の間で締結。 

 

 
企業の森位置図 
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⑨ミティゲーションバンキング 

 
・ある地域でミティゲーションを行った際に、トータルで開発前の自然と較べて量・質とも

に向上した場合に、プラス分を蓄積（バンキング）し、債券化すること。 
・米国では開発で自然環境が減少・消失する場合にはミティゲーションを行うことが義務づ

けられているが、開発を行なう事業者が何らかの事情で当該地域周辺でミティゲーション

を行えない場合、債権を購入することでミティゲーションを行ったものとみなすことがで

きる。 
・しかし、ミティゲーション・バンキングを行なう前提として、米国のようにノーネットロ

ス原則が確立していること、当該地域から遠く離れた場所（オフサイト）でのミティゲー

ションが公認されていることが必要である。 
・開発権移転（TDR）も参考とする。 
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《土地利用の観点》 
⑩モエレ沼公園（札幌市） 
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⑪行田公園（船橋市） 
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⑫市民の森（横浜市） 
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⑬国営武蔵丘陵森林公園（埼玉県比企郡） 
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⑭舞岡ふれあい村（横浜市） 
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⑮サッポロさとらんど（札幌市） 

 

 
 
 


